
様式第 2号 (第 4条関係 )

戸 塚  久 美 子 様

公 文 書 開 示 決 定 通 知 書

掛福社第 100号
平成30年 7月 2日

平成30年 6月 29日 付けで請求のあった公文書の開示について、掛川市情報公開条例第 H条第 1

項の規定により、次のとおり開示決定をしたので、同項の規定により通知します。

公文書の名称 事務事業調整内容決定書及び完了報告書 (更生保護女性会)

公文書の開示

を実施する日

時及び場所

日時 平成 30年 7月 4日 圧壼卜午後10時 00分

場 所 掛川市役所福祉課窓口

担 当 課 等 福祉課社会福祉係
電話番号 053721-1140

備 考

(注 )

1 公文書の開示を受ける際は、この通知書を係員に提示してください。

2 指定された日時の都合が悪い場合は、あらかじめ担当課に連絡してください。

3 開示決定に係る公文書に第二者に関する情報が記録されている場合において、当該第二者

から意見書の提出があったときは、その全部又は一部を開示することができなくなる場合が

あります。
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